
ファイル名:000_1_0148400102106.doc 更新日時:2009/01/07 9:00 印刷日時:09/06/30 5:59 

 

 

 

 

(金融商品取引法第24条第１項に基づく報告書) 
 

事業年度

(第62期)
 

自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日

 

北沢産業株式会社 

 

 (E01398) 



ファイル名:000_3_0148400102106.doc 更新日時:2009/06/30 5:50 印刷日時:09/06/30 5:59 

 

 

第62期（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 
 

有 価 証 券 報 告 書 
 

１ 本書は金融商品取引法第24条第１項に基づく有価証券報告書を、同法第

27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出し

たデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査

報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認

書を末尾に綴じ込んでおります。 

 

北沢産業株式会社 
 



ファイル名:000_4_0148400102106.doc 更新日時:2009/06/30 5:58 印刷日時:09/06/30 5:59 

 

目      次 

 

頁

第62期 有価証券報告書 

【表紙】 …………………………………………………………………………………………………………１ 

第一部 【企業情報】…………………………………………………………………………………………２ 

第１ 【企業の概況】………………………………………………………………………………………２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………２ 

２ 【沿革】……………………………………………………………………………………………４ 

３ 【事業の内容】……………………………………………………………………………………５ 

４ 【関係会社の状況】………………………………………………………………………………６ 

５ 【従業員の状況】…………………………………………………………………………………６ 

第２ 【事業の状況】………………………………………………………………………………………７ 

１ 【業績等の概要】…………………………………………………………………………………７ 

２ 【生産、受注及び販売の状況】…………………………………………………………………８ 

３ 【対処すべき課題】………………………………………………………………………………９ 

４ 【事業等のリスク】………………………………………………………………………………12 

５ 【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………12 

６ 【研究開発活動】…………………………………………………………………………………12 

７ 【財政状態及び経営成績の分析】………………………………………………………………12 

第３ 【設備の状況】………………………………………………………………………………………15 

１ 【設備投資等の概要】……………………………………………………………………………15 

２ 【主要な設備の状況】……………………………………………………………………………15 

３ 【設備の新設、除却等の計画】…………………………………………………………………16 

第４ 【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………17 

１ 【株式等の状況】…………………………………………………………………………………17 

２ 【自己株式の取得等の状況】……………………………………………………………………20 

３ 【配当政策】………………………………………………………………………………………21 

４ 【株価の推移】……………………………………………………………………………………21 

５ 【役員の状況】……………………………………………………………………………………22 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】………………………………………………………24 

第５ 【経理の状況】………………………………………………………………………………………29 

１ 【連結財務諸表等】………………………………………………………………………………30 

２ 【財務諸表等】……………………………………………………………………………………55 

第６ 【提出会社の株式事務の概要】……………………………………………………………………79 

第７ 【提出会社の参考情報】……………………………………………………………………………80 

１ 【提出会社の親会社等の情報】…………………………………………………………………80 

２ 【その他の参考情報】……………………………………………………………………………80 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】…………………………………………………………………81 

 

監査報告書 

 

内部統制報告書 

 

確認書 





































































































































































 
  

  

平成20年6月27日

北 沢 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

永 和 監 査 法 人 
 

  
  
  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられている北沢産業株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の
連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者
にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること
を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、北沢産業株式会社及び連結子会社の平成20年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって
終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。 

  
追記情報 

会計方針の変更に記載のとおり、会社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ
り、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法
に変更している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上

独立監査人の監査報告書

代表社員 公認会計士 齋 藤 力 夫 ㊞ 

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士 荒 川 栄 一 ㊞ 

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士 伊 藤 嘉 基 ㊞ 

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月29日

北 沢 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 
 

  

＜財務諸表監査＞ 

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている北沢産業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、私たちに連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私

たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、北沢産業株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。 

  

追記情報 

1. 会計処理基準に関する事項に記載のとおり、会社及び連結子会社は、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当連結会計年度から適用

し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更してい

る。  

2. 会計方針の変更に記載のとおり、会社及び連結子会社は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号 平成19年３月30日）を当連結会計年度から適用している。 

 
  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

公認会計士治田秀夫事務所 

 公認会計士 治 田 秀 夫 ㊞ 

  

公認会計士高橋正一事務所 

 公認会計士 高 橋 正 一 ㊞ 

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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＜内部統制監査＞ 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、北沢産業株式会

社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、私たちの責任は、独立の立場から内部

統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽

の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、私たちに内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎と

して行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った

記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。私たちは、内部統制監査

の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、北沢産業株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した

上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基

準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 
  

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成20年6月27日

北 沢 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

永 和 監 査 法 人 
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている北沢産業株式会社の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの第61期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査

を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、北沢産業株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載のとおり、会社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日

以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以 上

 

独立監査人の監査報告書

代表社員 公認会計士 齋 藤 力 夫 ㊞ 

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士 荒 川 栄 一 ㊞ 

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士 伊 藤 嘉 基 ㊞ 

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月29日

北 沢 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 
 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている北沢産業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第62期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、私たちに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によ

って行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たち

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、北沢産業株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

1. 重要な会計方針に記載のとおり、会社は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当事業年度から適用し、評価基準については、原価法か

ら原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更している。 

2. 会計方針の変更に記載のとおり、会社は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平

成19年３月30日）を当事業年度から適用している。 

  
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 
  

独立監査人の監査報告書

公認会計士治田秀夫事務所 

 公認会計士 治 田 秀 夫 ㊞ 

  

公認会計士高橋正一事務所 

 公認会計士 高 橋 正 一 ㊞ 

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】  

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月29日 

【会社名】 北沢産業株式会社 

【英訳名】 KITAZAWA SANGYO CO.,LTD 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾 崎 光 行 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当無し 

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東二丁目23番10号 

【縦覧に供する場所】 北沢産業株式会社 大宮支店 

  (埼玉県さいたま市北区宮原二丁目99番５号) 

 北沢産業株式会社 千葉支店 

  (千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号) 

 北沢産業株式会社 横浜支店 

  (神奈川県緑区青砥町623番地１ やま喜ビル102号室) 

 北沢産業株式会社 名古屋支店 

  (愛知県名古屋市名東区平和が丘５丁目44番地) 

 北沢産業株式会社 大阪支店 

  (大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



代表取締役社長尾崎光行は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という。）の財務報告に係る

内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財

務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」（企業会計審議会

平成19年2月15日）に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及

び運用しております。  

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目

的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報

告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。  

  

当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を平成21年３月31日とし、評価に当

たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。  

財務報告に係る内部統制手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評

価結果をふまえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼

性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価する

ことによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。  

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要

性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質

的影響の重要性を考慮して決定しており、すべての事業拠点を対象として行った全社的な内部統制の評価

結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。  

また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結

会社間取引消去後）の金額が、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している事業拠点を「重要

な事業拠点」として選定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に

大きく関わる勘定科目として「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といた

しました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につい

て、財務報告への影響を勘案し、重要性の大きい業務プロセスとして見積りや予測を伴う重要な勘定科目

に係る業務プロセスを個別に評価対象に追加いたしました。  

  

上記の評価の結果、代表取締役社長尾崎光行は、平成21年3月31日現在における当社グループの財務報

告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年6月29日 

【会社名】 北沢産業株式会社 

【英訳名】 KITAZAWA SANGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾 崎 光 行 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当無し 

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東二丁目23番10号 

【縦覧に供する場所】 北沢産業株式会社 大宮支店 

 (埼玉県さいたま支北区宮原町二丁目99番５号) 

北沢産業株式会社 千葉支店 

 (千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号) 

北沢産業株式会社 横浜支店 

 (神奈川県緑区青砥町623番地１ やま喜ビル102号室) 

北沢産業株式会社 名古屋支店 

 (愛知県名古屋市名東区平和が丘５丁目44番地) 

北沢産業株式会社 大阪支店 

 (大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33号) 

株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  

  



当社代表取締役社長尾崎光行は、当社の第62期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）有価証

券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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